
味の素ナショナルトレーニングセンター アスリートヴィレッジ内、 
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   公益財団法人日本オリンピック委員会（以下、「JOC」という。）は、下記の事業計画に基づく味の素ナショナルトレ

ーニングセンター宿泊施設「アスリートヴィレッジ」内、栄養管理食堂「サクラダイニング（通称、「勝ち飯食堂」）」（以

下、「勝ち飯食堂」という。）、売店及び喫茶コーナーの運営業務委託先の選定にあたり、JOC 会計処理規程第 34

条により、プロポーザル方式契約とし、企画競争を実施しますので、参加希望事業者は期日までに必要書類を提出

してください。 

 

■ 事業計画概要 

１．事業内容 

オリンピック競技大会等の国際総合競技大会に参加する我が国の競技者等が、トレーニングに利用する味の素

ナショナルトレーニングセンター（以下、「味の素トレセン」という。）におけるスポーツ栄養学に基づく栄養管理及び

指導を行う。その他、味の素トレセン利用者への飲食物の調理・提供、売店及び喫茶コーナーの運営を、JOC の指

示・命令の下で行う。 

２．事業実施場所 

味の素トレセン宿泊施設「アスリートヴィレッジ」1 階 「勝ち飯食堂」、同「売店」、同「喫茶コーナー」 

   （所在地 ： 東京都北区西が丘 3丁目 9番 14 号） 

３．施設規模 

・面○積 ： 勝ち飯食堂（ホール・厨房含む）1,184 平方メートル、売店 19 平方メートル 

・座席数 ： 勝ち飯食堂 260 席 

＜その他施設＞  

別添、味の素トレセンパンフレット等を参照。 

４．利用者 

味の素トレセンを利用する競技者、指導者、競技団体スタッフ、施設視察者（VIP、海外関係者等）、施設スタッフ

及び隣接する国立スポーツ科学センターを利用する者（主に競技者やスタッフ）。原則、一般利用はない。 

５．利用者数（平成 29 年度上半期） 

 ・専用トレーニング場利用者数 ： 約 75,000 人（※延べ人数）   

 ・宿泊施設利用者数： 約 42,000 人（※延べ人数） 

 ・時間帯別食事数： 朝食 ： 約 149,000 食    昼食 ： 約 170,000 食    夕食 ： 約 155,000 食 

※その他、補食・ランチボックス・ケータリング等の各サービスを提供する。 

６．事業実施日数・時間帯 

 ・日 数： 365 日/年 （法令に基づく施設点検による全館停電日 1日を除く） 

 ・時間帯： ＜勝ち飯食堂＞ 営業時間  朝食 6:45～9:00 昼食 11:00～15:00 夕食 18:00～21:00 

        ＜売店・喫茶コーナー＞ 営業時間 10:00～21:00 

※味の素トレセンは原則として 24 時間 365 日利用可能な施設として運用している。そのため、上記営業時間外

においても、競技団体等から事前に食事提供の要望があった場合、原則として対応するものとする。その際、

要望内容に応じ、軽食（アラカルト）、定食形式での提供にも対応すること。 

※勝ち飯食堂における上記日数・時間帯の飲食物の提供の他、個人・チームによる施設外活動（遠征、地方合

宿等）に対するランチボックス等の提供（内容については食品衛生法等に基づき JOC と受託者が協議し、出

来る限りの対応を行う。）、及び味の素トレセン内の研修室や会議室での会食に対するケータリングサービスも

行う。 
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７．委託業務内容 （詳細は別紙仕様書参照） 

（１）勝ち飯食堂の管理・運用業務・栄養指導業務 

JOC の指示及びスポーツ栄養学の観点に基づき、また、ＪＯＣと味の素株式会社がオリンピック日本代表選手

の国際競技力向上を目的として食と栄養面からサポートする「ビクトリープロジェクト」の方針に沿って、食事提供

及び栄養指導に全面的に協力する。 

   ＜勝ち飯食堂の運用・管理業務＞ 

・ スポーツ栄養の理論に則った様々な場面に対応するメニューを作成 

・ カロリー・体調・目的等、利用者からの要望に対応 

・ 食材・消耗品の仕入れ・在庫管理 

・ 調理・食事提供 

・ ホール・厨房内の整備 

・ オリンピック競技大会の選手村で提供されるメニュー等、通常メニュー以外を提供するフェアー・イベント等

の企画・運営等 

・ 味の素トレセン研修室等で実施される会議・イベントへのケータリング等（アルコールの提供を含む） 

＜勝ち飯食堂等での栄養指導業務＞ 

・ 勝ち飯食堂での管理栄養士による栄養指導 

・ 競技団体等からの要請に基づき、JOC（スポンサーとの連携により実施するものを含む）が勝ち飯食堂、研修

室等で行う栄養に関する研修会（月数回程度）での栄養・調理指導 

・ アスリートヴィレッジに寄宿するJOCエリートアカデミー生（平成29年10月現在、7競技34名）の献立作成、

栄養指導 

・ 国立スポーツ科学センターが管理、勝ち飯食堂内に設置した栄養評価システムを使用した栄養指導 

（２）売店及び喫茶コーナーの運営業務 

売店及び喫茶コーナーでの商品、飲料、軽食等の販売業務及び商品の企画、仕入れ・管理。 

（３）その他付帯業務 

 食堂施設内での必要備品調達（国が整備する什器備品以外で食堂運営に必要とされる備品類、ダイニング

テーブル、椅子等） ※調達に係る経費の負担区分は仕様書参照。 

 当該施設内環境美化（清掃・グリーンインテリア装飾等） 

 管理責任者・管理栄養士・調理師・事務担当者等の常駐・管理 

 食堂における防災、災害時の対応計画作成への協力及び災害時の対応（避難誘導、施設利用者への食事

提供等） 

 第三者機関と契約し、食堂運営に必要な管理業務における監査結果報告書（衛生管理業務他）のコピーを

JOCへ提出すること。 

 事業内容に関連する一切の業務（官公庁等への届出を含む） 

 その他、「勝ち飯食堂」を使用して実施する事業等、本会事業に協力すること。 

 

※新規事業者の場合、事務責任者（火元管理・食品衛生管理責任者等の有資格者に限る）を平成 30 年１月から

3 月末まで、味の素トレセン館内 JOC強化第二部に常駐させ、業務開始に向けた準備に携わること。 

 

 

 

味の素トレセン及び味の素トレセンの食堂業務に関する一切の事実（業務の請負、説明会への

参加等）について、貴社の宣伝・広告等に利用することは認めない。但し、本件受託事業者に

ついては、取引実績の中に請負の事実を表記することについてはこの限りではない。その場

合、事前に JOCへ確認し承諾を得なければならない。 
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■ 運営業務委託先決定方法等 

１．プロポーザル方式（企画提案型）採用の趣旨 

本件は、次の趣旨により、JOC会計処理規程第 34 条により、プロポーザル方式契約とし、企画競争を実施する。 

味の素トレセンは、我が国の国際競技力向上を目的に国が初めて設置した施設であり、利用者はトップレベルの

アスリートをはじめ、競技団体スタッフなど競技スポーツ関係者に限定される。また、味の素トレセンは、屋外トレーニ

ング場（陸上トレーニング場）・屋内トレーニング場（10 競技の専用トレーニング場他）・屋内テニスコート・宿泊施設

（勝ち飯食堂を含む）を指し、スポーツ情報・医・科学の研究機関である国立スポーツ科学センターに隣接して設置

されている。 

係る目的と利用者を鑑み、味の素トレセン宿泊施設内にある「勝ち飯食堂」において展開される業務は単なる食

事の提供に留まらず、スポーツ栄養学や選手のコンディショニングを勘案した的確な栄養管理・指導を行うとともに、

徹底された栄養管理の下で飲食物の調理・提供を行う必要がある。また、アンチ・ドーピングの視点から食材の調達

及び調理方法等についても細心の注意が必要である。 

以上のことから、係る業務内容を効果的に推進するためにはアスリートへの栄養指導経験等、特殊なノウハウに

基づいた高い信頼性を有する専門事業者の協力が必要不可欠となる分野であるため、多様なアイデアを結集した

提案を受けることが最善の方法と考え、プロポーザル方式により事業者を選定し業務を委託することとした。 

２．プロポーザル方式の概要 

（１）名称 

『味の素トレセン宿泊施設「アスリートヴィレッジ」内、「勝ち飯食堂」、同「売店」及び「喫茶コーナー」運営業務委託

事業者選考（以下「選考」という。）』とする。 

（２）実施者及び事務局 

選考の実施者は JOC。事務局の連絡先等は以下の通り。 

・住 所 ： 〒115-0056 東京都北区西が丘 3-15-1 味の素ナショナルトレーニングセンター 

・担 当 ： 公益財団法人日本オリンピック委員会 強化第二部（事務担当：鶴田） 

・電 話 ： 03-5963-0400 

・F A X ： 03-5963-0356 

・メール ： m-tsuruta@joc.or.jp 

（３）提案内容 

    JOC が委託する業務の実施プラン、必要諸経費の算定及び管理運営方法を含む具体的な提案（企画）とする。

なお、詳細については別紙仕様書の通りとする。 

（４）参加資格者及び募集範囲 

    選考に参加できる資格及び募集の範囲は以下の通りとする。 

① 自ら企画し、JOC が委託する業務の管理運営を行うに十分な信用、経験、資格、技術力及び業務遂行能

力を有し、且つスポーツ栄養学に基づくアスリートへの食事提供、栄養指導及び研究実績（論文・書籍

等）を有する企業・団体とする。 

② 平成 28・29・30 年度全省庁統一資格において、「役務提供等」の「A」または「B」の等級に格付けされてい

る者であること。 

③ 平成 15 年度以降、特定給食施設（事業所給食、病院給食等）において、給食提供の実績があること。 

④ 平成 15 年度以降、スポーツ栄養に関する指導業務の実績があること。 

⑤ 予算決算及び会計令第 70 条の規程に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助
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人であって、契約の締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当す

る。 

⑥ 予算決算及び会計令第 71 条の規程に該当しない者であること。 

⑦ JOC から取引停止の措置を受けている期間中のものでないこと。 

（５）選考スケジュール＜一部予定＞ 

選考にあたってのスケジュールは以下の通りとする。 

   なお、スケジュールに変更があった場合は実施者より参加事業者に事前通知する。 

① 説明会  平成 29 年 11 月 21 日（火） 

② 質疑受付期間  平成 29 年 11 月 21 日（火） ～ 11 月 29 日（水） 

③ 質疑に対する回答 平成 29 年 11 月 30 日（木） ～ 12 日 1 日（金） 

④ 現場確認期間  平成 29 年 11 月 28 日（火） 15：30～ 

                  ※申込期限：平成 29 年 11 月 27 日 13：00（各社 2名まで） 

⑤ 提出書類受付期間 平成 29 年 12 月 4 日（月） ～ 12 月 6 日（水） 

⑥ 選考結果通知           平成 29 月 12 月 13 日（水）  

⑦ 基本合意締結  平成 29 年 12 月 2７日（月）  

⑧ 本契約締結             平成 30 年 1 月～3 月中 

⑨ 業務開始  平成 30 年 4 月 1 日（日）～ 

３．説明会の開催等 

（１）開催概要 

説明会は以下の日時に開催し、参加人数は 1事業者につき 3 名以内とする。 

なお、仕様書及び委託業務内容に関する質疑は先述の質疑書受付期間外は一切受け付けないものとする。 

     ・日○時 ： 平成 29 年 11 月 21 日（火） 14：00 ～ 16：00 

     ・場○所 ： 味の素ナショナルトレーニングセンター アスリートヴィレッジ 2階 小研修室 2 

     ・住○所 ： 〒115-0056 東京都北区西が丘 3-9-14  

     ・内○容 ： 事業説明、仕様書配布等 

（２）質疑の受付及び回答 

質疑者は説明会に参加した者に限る。質疑の方法は、上記期間内に書面（様式2）にて事務局へ提出するもの

とし、口頭、電話等による質疑は受け付けない。質疑書はファックス、メールでも可。但し受領確認を示す返信等

は事務局からは行わない。 

回答は質疑の有無に関わらず、説明会に参加した全ての事業者の代表者に郵送またはメール等により開示す

る。 

（３）現場確認 

現場確認を希望する場合は、上記２－（２）記載の本件担当へ平成 29 年 11 月 27 日 13：00 に連絡すること。 

４．提案書類の作成及び提出等 

（１）提案書類の仕様 

提案書類は以下の通りとし、パンフレット等、添付資料がある場合は提出書類と合わせて製本すること。なお、1

参加者につき 1 提案とし、複数案の提案は受け付けない 

書類 部数 備考 

競争参加資格確認申請書 

（様式 1） 

1 上記２-（４）②に定める全省庁統一資格審査結果通知書写を添

付すること。 
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企画提案書（印刷物） 15 別紙、仕様書を参照の、以下の各項目について記載すること。 

(１) 参加事業者詳細： 会社概要、過去3年間の売上推移を記載

すること。 

(２) 給食提供・スポーツ栄養指導に関する事業実績： 上記２-

（４）③及び④に関する実績を記載し、関係する契約書等の写

しを添付すること。 

(３)  統括管理業務（運営方式・管理体制） 

(４) 企画内容（食堂関係・栄養指導関係・売店・喫茶コーナー） 

(５) その他（スポーツに関する大会・イベント等での実績など） 

企画提案書（電子データ） 1 上記、印刷物の電子データ（PDF） 

入札書 （様式 3） 1 入札価格（総額）を記載すること。 

また、下記項目の金額を記載した資料を添付すること。 

(１) 勝ち飯食堂の運営・管理業務 

(２) 勝ち飯食堂等における栄養指導業務 

(３) 売店・喫茶コーナーの運営・管理業務 

(４) その他 

 

（２）提案書類の提出 

提案書類は上記２．（５）の受付期間内に上記２．（２）へ持参または郵送により提出すること。（持参の場合は土

曜・日曜・祝日を除く、14：00～17：00 の間。）受領確認を示す返信等は事務局より行わない。 

なお、提案書類を提出する意思のない参加者については、その旨を書面に記載し、受付期間終了日までに事

務局へ提出すること。（持参の場合は土曜・日曜・祝日を除く、14：00～17：00 の間。）その際も受領確認を示す返

信等は事務局より行わない。 

（３）提案書類の取扱い 

提出された提案書類は返却しない。提案書類の著作権は提出者に帰属するが、実施者がプロポーザルあるい

は本業務に関し必要と認める用途に用いる場合には、公表の有無に関わらず実施者はこれを無償で使用するこ

とができるものとする。 

    なお、提案資書類に記載された内容が提出者の著作権とは言えない一般的な事項と認められる場合には、提

出者に著作権は帰属しないものとする。 

（４）費用負担 

提案書類作成に要する費用は参加者（提出者）の負担とする。 

（５）実施者によるヒアリング 

実施者から提案書類に記載された事項に対する質疑が生じた場合は個別にヒアリングを行うこととする。 

５．プロポーザル及び審査方法等 

（１）審査機関等 

提案書類及びヒアリング結果に基づき、JOC内に選考委員会を設置し審査する。 

必要に応じ提案者に対し追加ヒアリングを実施する場合がある。また、提案内容に関する追加資料等の提出を

求める場合がある。 

（２）審査方法 （詳細は別に定める審査基準参照） 

提出された企画提案書並びに価格について、以下の方針及び評価項目に基づき厳正に審査する。 
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① 審査方針 

1. 本要項および別添仕様書に規定する条件等を満たしていること。 

2. 関係法令及び条例等を遵守し抵触していないこと。 

3. 運営計画、業務管理体制等の企画提案書並びに価格。 

4. 実現性が考慮された優れた計画であること。 

②  評価項目 

1. 入札価格 

2. 企画提案内容 

(1) 統括業務 （運営方式・管理体制） 

(2) 企画内容 

① 食堂関係 

② 栄養指導関係 

③ 売店・喫茶関係 

3. その他 （実績等） 

（３）提案者の失格について 

選考委員会は、提案者が次のいずれかに該当する場合には失格とすることができる。 

① 本要項記載の参加資格のないもの。 

② 企画提案資料の提出期限に遅れたもの。 

③ 審査結果に影響を与える不正行為（談合、ダンピング等）を行ったもの。 

④ 事務局に提出された資料に虚偽の記載をしたもの。 

６．決定方法等 

（１）受託者の決定と契約締結 

JOC は、原則として選考委員会が選出した企画を提案した事業者と以下の手順で業務委託契約を締結する。

ただし、契約内容については企画提案内容の変更も含め、JOC との間で具体的に協議し調整した後に決定する

ものとする。 

① 基本合意締結 

② 本契約締結（諸条件確定後） 

（２）契約の解除 

JOC は、契約相手先が次の各項目の一つに該当する場合は契約を解除することができる。 

① 関係法令及び条例等に抵触したことが認められたとき。 

② 契約期間内に履行の見込みがないと認められたとき。 

③ 品位、秩序が保持されないと認められたとき、及び契約相手先の従業員が故意または過失によってJOC

や第三者に損害を与え履行の継続が困難であると認められたとき。 

④ 契約の締結もしくは履行に際し、不正行為（談合、ダンピング等）が判明したとき。 

 

以上 

 


